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第1章 一般事項 

 

1-1 適用 

   本特記仕様書は、東日本高速道路株式会社 北海道支社（以下「発注者」とい

う。）が発注する「北海道支社管内 除雪車購入」に適用するもので、「維持補修用

機械等購入共通仕様書(令和5年11月)」（以下「共通仕様書」という。）及び「維持

補修用機械標準仕様書(平成28年8月)（以下「標準仕様書」という）公機仕13A・

30C・41A・41B・43A・100と共に構成する。 

  また、車両の新規登録にあたっては、標準仕様書に記載の日本国適用法令の他、自

動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法（平成4年法律第70号）を遵守するものとする。 

 

1-2 購入概要 

1-2-1 購 入 名  北海道支社管内 除雪車購入 

 

1-2-2 機 械 名  除雪車 

 

1-2-3 機械構成 

 

ﾀｲﾌﾟ 台数 

機 械 構 成 内 容 

大型ﾄﾗｯｸ 除雪車ボディ ｽﾉｰﾌﾟﾗｳ 
ﾄﾗｯｸ 

ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 

車載標識 

装置 

A-1 2 A(AT) 専用 A-Ⅱ A-Ⅱ C 

A-2 5 A(AT) 専用 A-Ⅴ A-Ⅰ C 

A-3 1 A(AT) 専用 ※ ※ C 

A-4 1 A(AT) 専用 B-Ⅴ A-Ⅰ C 

合計 9      

 

※受注者は、下取り対象の大型トラック（旭川800は2769）に装着されたトラ

ックグレーターとスノープラウを取り外し、A-3に装着して納入する。 

 

1-3 納入に関する事項 

1-3-1 納入期限  

契約締結の日の翌日から480日以内 

 

1-3-2 納入場所及び納入台数 

 

納入場所 ﾀｲﾌﾟ 台数 

室蘭IC（室蘭管理事務所） 

北海道室蘭崎守町316-3 

A-2 2 

A-4 1 

北広島IC （北広島管理事務所） 

北海道北広島市大曲並木1-1-1 

A-1 1 

A-2 1 

江別西IC  

北海道江別市元野幌860 
A-2 1 

旭川鷹栖IC （旭川管理事務所） 

北海道旭川市字近文7線南1-5766-4 
A-1 1 

A-3 1 

音更帯広IC （帯広管理事務所） 

北海道河東郡音更町字音更西2-7-3 
A-2 1 

 計 9 
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1-3-3 自動車登録及び車両検査 

共通仕様書1-7-4「表-1 使用する名称」によらず、次のとおりとする。 

 

表1 使用する名称 

所有者 東日本高速道路株式会社 

所有者住所 東京都千代田区霞が関3丁目3-2 

使用者 東日本高速道路株式会社 北海道支社 

使用者の住所 北海道札幌市厚別区大谷地西5丁目12-30 

使用の本拠地 1-3-2に示す納入場所と同じ 

 

1-3-4 監督員 

本購入の監督員は次のとおりである。各監督員の権限については、次に定める

事項とする。 

 

監 督 員 所 掌  権限 

室蘭管理事務所長 室蘭IC納入分 
購入契約書第3条第1項第四号 

購入契約書第4条 

北広島管理事務所長 北広島IC納入分 
購入契約書第3条第1項第四号 

購入契約書第4条 

札幌管理事務所長 江別西IC納入分 
購入契約書第3条第1項第四号 

購入契約書第4条 

旭川管理事務所長 旭川鷹栖IC納入分 
購入契約書第3条第1項第四号 

購入契約書第4条 

帯広管理事務所長 音更帯広IC納入分 
購入契約書第3条第1項第四号 

購入契約書第4条 

北海道支社  

道路事業部 施設課長 
上記範囲 購入契約書第3条（第1項第四号を除く） 

 

1-3-5 主任補助監督員 

監督員は、自己の業務を補助させるため主任補助監督員を定め、監督員の権限

とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとす

る。この場合において、監督員は主任補助監督員の氏名を受注者に通知するもの

とし、委任した権限の内容は次のとおりとする。 

 

   ①本特記仕様書に規定する監督員の権限のうち、下表の事項 

条 項 項 目  内 容 

1-3-16 納入確認 受注者立会による納入確認の実施 

 

1-3-6 提出書類に関する事項 

受注者は、必要に応じて下記表に掲げる書類を提出するものとする。なお、必

要な書類に関しては監督員の確認を得るものとする。 
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(1)購入契約書第3条6項に規定する監督員を経由する書類 

No 提 出 書 類 
提

出 

確

認 
提 出 期 間 

部数 備

考 

1 納入工程表、製作図  ○ 契約締結後速やかに 5  

2 変更納入工程、製作図  ○ 変更の都度 5  

3 納入期間変更協議書 ○  納入期間変更時 1 ＊ 

4 工期延長願 ○  納入期間延長時 1 ＊ 

5 申請用書類 ○  申請日 10 日前まで 1 ＊ 

6 検査成績書 ○  自主検査完了後速やかに 1 ＊ 

7 検査立会願 ○  発注者の立会い又は検査請求時 1 ＊ 

8 納入予定日 ○  納入しようとするとき 1 ＊ 

9 納入書 ○  納入完了時 1 ＊ 

10 受渡書 ○  認定後速やかに 1 ＊ 

11 請求書 ○  受渡後速やかに 1 ＊ 

12 登録事項等証明書 ○  永久抹消登録完了後速やかに ※1 ＊ 

 ＊印の提出先は施設課長とする。 

 

※1 1-4-1の下取り機械毎に各1部提出とする。 

 

1-3-7 改造申請及び基準緩和申請 

受注者は、改造申請及び基準緩和申請について共通仕様書1-7-1に基づき、発注

者からの申請書類により手続きを行うものとする。 

 

1-3-8 道路維持作業用自動車の申請 

受注者は、道路維持作業用自動車の申請について共通仕様書1-7-2に基づき、発

注者からの申請書類により手続きを行うものとする。 

 

1-3-9 申請用書類 

受注者は、登録申請、改造申請及び基準緩和申請等について必要な書類は共通

仕様書1-7-3に基づき発注者に請求し、手続きを行うものとする。 

なお、自動車登録申請、改造申請、基準緩和申請及び道路維持作業用自動車の

申請等に要する費用は全て契約代金に含むものとし、別途支払いは行わない。 

 

1-3-10 税金及び保険料 

共通仕様書1-7-5によらず次のとおりとする。 

受注者は、自動車取得税、自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険

の保険料と新規登録に伴う自動車リサイクル料金の立替払いを行うものとする。

なお、車両受渡後、領収書を添えて速やかに発注者に請求するものとする。 

 

1-3-11 納入工程表及び製作図 

受注者は、契約締結後、速やかに共通仕様書1-8-1に示す書類について、監督員

に提出し、確認を受けなければならない。また、納入工程表、製作図の重要な内

容を変更する場合についても同様とする。 

 

1-3-12 自主検査 

共通仕様書1-9-7によるほか、標準仕様書に定める検査成績書について、検査完

了後、速やかに監督員に提出するものとする。 

 

1-3-13 輸送 

納入場所までは、受注者の責任において輸送するものとし、その間に破損、故

障等が発生した場合には、受注者において復旧するものとする。 
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1-3-14 記録等 

(1) 完成写真 

共通仕様書1-17-1によらず次のとおりとする。 

完成写真の大きさはサービスサイズとする。なお、これらの写真を撮影

するときは、作業姿勢、回送姿勢においてそれぞれ3面または4面とする。 

 

(2) 取扱説明等 

共通仕様書1-17-3に定める取扱説明等の書類について、下記のとおり追

加する。 

10）道路維持作業用自動車届出受付済証明書 

 

(3) 提出先と提出数 

完成写真及び取扱説明等の提出先と提出数は以下のとおりとする。 

 

提出先 提出記録等 提出数  備考 

北海道支社 

監督員 

・完成写真 
CD-R：1枚 

 納入機械 

全数分 

各事務所 

監督員 

・完成写真 

・取扱説明等 
CD-R：各事務所1枚ずつ 

 
各納入機械 

対象分 

 

1-3-15 納入予定日の通知 

受注者は物品を納入しようとするときは、契約書第9条に基づき（一部）納入

の予定日について（様式1）を発注者へ提出するものとする。なお、物品とは機

械及び記録等、または付属品及び記録等のことをいう。 

 

1-3-16 納入確認 

監督員は、各納入場所において受注者立会のもと納入確認を行うものとする。 

 

1-3-17 納入及び検査 

受注者は1-3-15の納入予定日のとおり各納入場所への納入が完了した場合は、

契約書第9条に基づき（一部）納入書（様式2）を発注者に提出し、発注者の納入

検査を受けなければならない。 

発注者は納入書の提出を受けた日の翌日から14日以内（休日含む）に検査を行

わなければならない。この際、1-3-16の納入確認を行った場合は、受注者の立会

を省略できるものとする。発注者は納入検査後、速やかに受注者へその結果を通

知するものとする。受注者は、検査に合格し発注者の認定を受けた場合は、速や

かに（一部）受渡書（様式3）を発注者に提出し、その目的物を引き渡さなけれ

ばならない。 
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1-3-18 代金の支払い 

受注者は検査に合格し、引渡を完了したときは、発注者へ代金の支払いを請求

するものとする。 

発注者は、請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に受注者の指定す

る口座へ代金を振り込むものとする。 

 

1-3-19 購入条件の変更指示等 

発注者が、契約書第4条の規定に基づく仕様書の変更又は訂正(以下｢購入条件の

変更｣ という｡) の指示を行う場合は、共通仕様書1-12-1に基づき、購入変更指示

書（共通仕様書様式第7号）によるものとする｡ただし､緊急を要する場合その他

の理由により発注者が、受注者に対して口頭による指示等を行った場合には、受

注者は、その指示等に従うものとする｡発注者は、口頭による指示等を行った場合

には、文書により口頭による指示等の内容を受注者に通知するものとする｡受注者

は、発注者からの文書による通知がなされなかった場合において、その口頭によ

る指示等が行われた7日以内に書面で発注者にその指示等の内容の確認を求める

ことができるものとする｡ 

 

1-3-20 社会情勢等による納入期限の変更 

受注者は、社会情勢等の著しい変化により、納入期限に納入できないことが判

明した場合、監督員と対応について協議を行うものとする。 

 

1-3-21 疑義 

機械設計製作上において疑義を生じた場合には、監督員と打合せの上、決定す

るものとする。 

 

1-4 下取り機械に関する事項 

共通仕様書1-23-1(1)を以下のとおり変更し、その他については次のとおりとする。 

（1）受注者は､特記仕様書により引取りを要する機械は､下取り機械受領書(共通仕様書

様式第4号)を発注者に提出し､引取りの後は下取り機械に関する一切の責任を負う

ものとする｡なお､車両にあっては車両運送法第15条に基づく永久抹消登録を速や

かに完了させるとともに､永久抹消登録完了後は登録事項等証明書を監督員へ提出

するものとする。 

 

1-4-1 下取り機械 

（1）下取り機械の使用状況 

物件 
番号 

登録番号 機械名 
年式 

（初年度 
登録） 

走行距離 
（令和5年3月10日 

現在） 
車検満了日 

1 室蘭800は743 大型トラック（A） 平成23年10月 76,807 km 令和7年6月8日 

2 室蘭800は794 大型トラック（A） 平成24年10月 83,253 km 令和6年6月6日 

3 室蘭800は910 大型トラック（A） 平成26年10月 122,798 km 令和6年9月17日 

4 室蘭800は748 大型トラック（A） 平成23年11月 51,492km  令和7年10月27日 

5 帯広800は816 大型トラック（A） 平成23年10月 80,563 km 令和7年8月2日 

6 帯広800は819 大型トラック（A） 平成23年10月 97,299 km 令和7年11月7日 

7 旭川800は2769 大型トラック（A） 平成23年10月 95,375 km 令和7年12月18日 

8 旭川800は1630 大型トラック（A） 平成25年11月 95,299 km 令和7年11月9日 

9 帯広800は820 大型トラック（A） 平成23年10月 65408 km 令和7年6月29日 
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（2）下取り機械の諸元 

物件 
番号 

型式 架装装置 

1 LDG-CZ5YL 改 スノープラウ(A)、トラックグレーダー(B)、車載標識装置(C) 

2 LDG-CZ5YL 改 スノープラウ(A)、トラックグレーダー(B)、車載標識装置(C) 

3 LDG-CZ5YL 改 スノープラウ(A)、トラックグレーダー(B)、車載標識装置(C) 

4 LDG-CZ5YL 改 スノープラウ(A)、トラックグレーダー(B)、車載標識装置(C) 

5 LDG-CZ5YL 改 スノープラウ(A)、トラックグレーダー(B)、車載標識装置(C) 

6 LDG-CZ5YL スノープラウ(A)、トラックグレーダー(B)、車載標識装置(C) 

7 LDG-CZ5YL スノープラウ(A)、トラックグレーダー(A)、車載標識装置(C) 

8 QDG-CZ5YL スノープラウ(A)、トラックグレーダー(A)、車載標識装置(C) 

9 LDG-CZ5YL 改 スノープラウ(A)、トラックグレーダー(B)、車載標識装置(C) 

 

（3）下取り機械の引渡場所 

物件 
番号 

引渡場所 

1 

道央自動車道 室蘭IC内（北海道室蘭市） 2 

3 

4 
道央自動車道 北広島IC内（北海道北広島市） 

5 

6 道央自動車道 江別西IC内（北海道江別市） 

7 
道央自動車道 旭川鷹栖IC内（北海道旭川市） 

8 

9 道東自動車道 音更帯広IC内（北海道河東郡音更町） 

 

1-4-2 引渡に際しての留意事項 

（1）受注者は、下取り機械の永久抹消登録手続きを行うものとする。発注者は、受

注者の申請に基づき、手続きに必要な書類を受注者に提供するものとする。 

（2）受注者は、引渡しを受けた下取り機械について、当該機械に明示された

「NEXCOに係わる文字、マーク」等の一切の表示を完全に消去または塗潰

し、黄色回転灯については、撤去処分するものとする。 

（3）受注者は、下取り機械に設置されている車載無線機およびGPS車両位置管理シ

ステム車載端末機について、納入車両に載せ替えるものとする。 

（4）発注者は、社会情勢等の著しい変化により、下取り機械の引渡しに関して、受

注者と協議の上、変更が可能なものとする。 
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第2章 仕様に関する細部事項 

 

2-1 大型トラックA(AT) 

    標準仕様書 「公機仕13A」のうち下記項目を変更・追加する。 

  

2章 必要条件 

2-1 機械性能（車両本体） 

2-1-3 視認性能 

    視認性装備 

熱線入りフロントガラス装備 

スイッチオン後、2.5～30分間の時間設定によりスイッチオフとす

ることが出来るタイマーを装備するものとする。 

熱線入りリアガラス装備 

      

 

2-2 主要諸元（車両本体） 

(7) 動力伝達方式 主変速機A/T 

           PTO装置  作業装置用動力を取り出すためのPTO装置を設ける。 

(8) バッテリー    24V-120Ah(5時間率)以上 ブレーカー付 

(9) オルタネータ  24V-3100W(130A)以上 

(13) タイヤ     スパイクタイヤ（全輪） 

ピンの寸法は直径9mm以上とすること。 

装着されるタイヤにおいては、ホイールナットへのマーキングま

たはホイールナットマーカーの処置を施すこととし、容易に取付

け状態の確認を可能とすること。 

(14) 燃料タンク   300L以上 

トラックグレーダー装着に伴い設置位置の変更を行う。 

取付位置が高所となる場合は、給油用階段取付用のブラケットを

設置する。 

 

2-3 塗装 

共通仕様書「第3章塗装 第2節 防錆塗装」を下記のとおり変更する。 

3-2-2 防錆塗装性能基準等 

(2) 2) トラック類 

キャブ下まわり全面、ステップ、フロントフェンダー内面、フロントパ

ネル内面、ドア内面、ピラー内面、天井袋部、シャシ下部全体 
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2-4 付属品 

 

(7) 消火器 消火器箱含む(SUS製)※1 1式 

(8) 車輪止め  1式 

(9) 除雪車専用ボディ ※2 1式 

(10) サイドミラーヒーター  1式 

(11) サイドミラーワイパー  1式 

(12) テールランプカバー 熱線入り 1式 

(13) フロントステップ  1式 

(14) 乗車用昇降ステップ 幅広対応 1式 

(15) 車両後方確認装置 ※3 1式 

(16) 車両側方確認装置 左側 ※4 1式 

(17) 助手席用サイドミラー  1式 

(18) 非常用信号用具 ※1 1式 

(19) 無線機アンテナ架台 ※5 1式 

(20) 無線機取付装置 ※6 1式 

(21) ETC車載器 ※7 1式 

(22) エアーコンデショナー  1式 

(23) ドライブレコーダー ※8 1式 

(24) スタッドレスタイヤ（全輪）  1式 

(25) ドアバイザー  1式 

(26) GPS車両位置管理システム車載端末装置 ※9 1式 

※1 標準仕様書「公機仕100」による。 

※2 除雪車専用ボディ カウンターウエイト含む。 

※3 車両後方確認装置 

   ①カメラ 

    カウンターウエイト収納箱上面に設置すること。 

    撮像画素 1/3.7インチカラーCMOS30万画素以上 

    Ｆ値 1：2.8以下 

    画角 水平118度、垂直85度以上 

    最低被写体照度 3LUX以下 

    熱線ヒータを有し、冬期降雪時の視認性を確保できる構造とすること。 

   ②モニタ 

    LCD 10インチカラー以上 

※4 車両側方確認装置 

   ①カメラ 

    キャビン内助手席後部ガラス付近に設置すること。 

    撮像画素 1/3.7インチカラーCMOS30万画素以上 

    F値 1：2.8以下 

    画角 水平118度、垂直85度以上 

    最低被写体照度 3LUX以下 

   ②モニタ 

    LCD 10インチカラー以上 

※5 設置及び無線機アンテナ架台から無線機取付位置までの無線用同軸ケーブル配線

を含む。 

※6 無線機本体取り付け予定位置から車両電源までの電源ケーブルの配線及び、DCコ

ンバーター（DC24V→DC12V）の取付を行うものとする。 

なお、無線機本体は1-4-2 引渡に際しての留意事項に従って下取り機械から載せ

替え後、発報通話試験を行うものとする。 

※7 財団法人道路システム高度化推進機構への申請諸費用を含む。 
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※8 ドライブレコーダー 

① カメラ 

 設置台数 2台（前方・後方） 

      前方カメラはキャビン内フロントワイパーの可動範囲内に収まるよ

う設置すること。 

撮像画素 200万画素以上 

解像度 Full HD  1920×1080ピクセル以上 

     ②記録媒体 

     micro SDカード 1時間以上連続録画可能なものとする。 

※9 GPS車両位置管理システム車載端末本体は1-4-2 引渡に際しての留意事項に従

って下取り機械から載せ替えるものとする。 

 

2-3 除雪車専用ボディ 

標準仕様書「公機仕13A」の「別紙-1」除雪車専用ボディを下記項目に変更・追加

する。 

  

 

2．床板部 

床板は滑りにくいものとし、カウンターウェイト収納箱、フェンダ等の構成部位を

固定できるものとする。なお、床板は車体幅全域を覆いフラットな形状とする。 

 

3．カウンターウェイト収納箱 

(1) カウンターウェイトを収納できるものとし、架装に応じたカウンターウェイトを

含むものとする。 

(2) 収納箱左側に床板に昇降できる梯子を設けるものとする。 

 

4.フェンダ 

大型トラック後輪用としてフレーム部または床板部に固定し、走行時に飛散する泥

水、雪等が直接車体に付着しない構造とし材質はSUS製とする。 

 

2-4 スノープラウ(A) 

  標準仕様書「公機仕41A」のうち下記項目を変更・追加する。 

 

2章 必要条件 

2-3 主要性能および主要諸元 

 タイプ A-Ⅱ A-Ⅴ 

主要性能 

(1)最大除雪幅（m） 4.2±0.05 3.5±0.05 

(2)作業速度（km/h） 

40（ただし、作業条件として新

雪密度0.1g/cm3 

除雪深さ100mmとする） 

主要諸元 

(1)形式 両端折畳式 

アングリング 

アングリング 

(2)除雪時最大全幅(mm) 4,400以下 3,700以下 

(3)回送幅（mm） 3,700以下 3,000以下 

(4)全高（mm） 900以上 

(5)質量（kg） 2,200以下 1,900以下 

(6)切削角度（度） 50～75（製作公差±1） 

(7)進行角度（度） 左右50～60（製作公差±1） 

(8)プラウ上昇高（mm） 250以上 

(9)カッティングエッジ スチール 

 タイプA-Vは雪堤抑制装置を装着し納入することとする。 
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2-5 スノープラウ(B) 

  標準仕様書「公機仕41B」のうち下記項目を変更・追加する。 

 

2章 必要条件 

2-2 構造 
2-2-1 プラウ本体に以下のとおり追加する。 

 （4）エッジ左端に固定式のサイドシューを設けるものとする。 

 （5）排雪の雪が飛散し難くするためスノープラウの左に投雪シュートを取付けるものと

する。 

 

2-3 主要性能および主要諸元 

 タイプ B-Ⅴ 

主要性能 

(1)最大除雪幅（m） 3.5±0.05 

(2)作業速度（km/h） 

40（ただし、作業条件と

して新雪密度0.1g/cm3 

除雪深さ100mmとする） 

主要諸元 

(1)形式 除雪幅可変式ワンウェイ 

(2)除雪時最大全幅(mm) 3,700以下 

(2)除雪時最小全幅(mm) 3,000以下 

(3)回送幅（mm） 3,000以下 

(4)全高（mm） 1,300以上 

(5)質量（kg） 1,900以下 

(6)切削角度（度） 50～60（製作交差±1） 

(7)進行角度（度） 40～55（製作交差±1） 

(8)プラウ上昇高（mm） 250以上 

(9)カッティングエッジ スチール 

 

2-4 機能及び仕様 

  2-4-1 プラウ本体 

（1） 機能に以下のとおり追加する。 

（d）格納時全長短縮機能（格納時車両全長1280mm以下） 
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2-6  トラックグレーダー（A） 

    標準仕様書 「公機仕43A」のうち下記項目を変更・追加する。 

  

2章 必要条件 

2-3 主要性能および主要諸元 

 

 タイプ A-Ⅰ A-Ⅱ 

主要性能 

(1)最大除雪幅（m） 4.35±0.1 4.25±0.1 

(2)作業速度（km/h） 

20（ただし、作業条件として圧

雪硬度100kg/cm2切削深20mm

とする） 

 

主要諸元 

(1)形式 
除雪幅可変式 

アングリング 

両端折畳式 

アングリング 

(2)ｴｯｼﾞの長さ(mm) 4,900以下 

(3)除雪時最大全幅(mm) 4,500以下 4,600以下 

(4)除雪時最小全幅(mm) 3,000以下 - 

(5)回送幅（mm） 3,000以下 3,500以下 

(6)全高（mm） 550以上 

(7)質量（kg） 3,100以下 2,600以下 

(8)切削角度（度） 65～90（製作公差±1） 

(9)進行角度（度） 左右59～66（製作公差±1） 

(10)ブレード上昇高(mm) 220以上 

(11)カッティングエッジ JIS D6101 

 

2-4 機能および仕様   

2-4-1 ブレード本体  

    (1)機能 

      (d)アングリング装置機能 

 除雪方向が左右に変えられるものとする。 

 

2-4-6 照明装置 

    (2)仕様 

      ブレード用作業灯（LED式） 左右各１灯 1,400ルーメン以上 

 

2-7 車載標識装置（C） 

    標準仕様書「公機仕30C」のうち下記項目を変更・追加する。 

 

2章 必要条件 

2-2 構造 

2-2-6 散光式警光灯 

         「公機仕100」のEL2とする。 

 

2-4 機能及び仕様 

2-4-4 運転室操作部 

    (1) 機能 

(b) 表示装置への表示制御操作は、運転室内に設ける操作部によるほか、使用

頻度の高い項目（5項目以上）を予め登録し、ボタン操作で表示項目の切替

が行える「標識切替簡易操作機」を装備するものとする｡登録する項目内容

は、監督員の指示によるものとする。 
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（様式1） 

 

 

令和     年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 支社長             殿 

 

 

住  所 

会社等名 

代 表 者  代表○○○  ○○○ 

 

 

（一部）納入の予定日について 
 

 

 （件名）                                 

 

 

   標記について、下記のとおり（一部）納入を行う予定ですので連絡いたします。 

 

記 

 

品 名 規格等 数量 納入場所 納入予定日 

    令和 年 月 日 

    令和 年 月 日 

 

 

以  上 

 

※不要な文字は削除すること。 



 13 

（様式2） 

 

 

令和     年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 支社長             殿 

 

 

住  所 

会社等名 

代 表 者  代表○○○  ○○○ 

 

 

（一部）納 入 書 
 

 

 （件名）                                 

 

 

   標記について、下記のとおり（一部）納入しましたので、お届けします。 

 

記 

 

品 名 規格等 数量 納入場所 納入日 

    令和 年 月 日 

    令和 年 月 日 

 

 

以  上 

※不要な文字は削除すること。 
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（様式3） 

 

 

令和     年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 支社長             殿 

 

 

住  所 

会社等名 

代 表 者  代表○○○  ○○○ 

 

 

（一部）受 渡 書 
 

 

 （件名）                                 

 

 

   標記について、検査に合格しましたので、引渡します。 

 

記 

 

品 名 規格等 数量 納入場所 納入日 

    令和 年 月 日 

    令和 年 月 日 

 

 

 
 

以  上 

※不要な文字は削除すること。 


